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岐阜県各務原市は、岐阜県南部に位置する人口約14万人の都市です。豊かな自然や賑わいのある
観光資源に恵まれるとともに、県内随一のものづくり企業の集積を誇るなど、都市と自然が調和
した、暮らしやすい街並みが形成されています。

各務原市を応援してください！

 

 

 

損金算入による軽減効果
国税+地方税

約3割 約1割4割 2割

法人住民税+法人税 企業負担

企業版ふるさと納税は、国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに
対して企業が寄附を行った場合に、法人関係税から税額控除する仕組みです。

法人事業税控除 控除

寄附額

企業版ふるさと納税を活用した寄附の軽減効果

通常の寄附の軽減効果

企業版ふるさと
納税とは？

ふるさと納税で企業版
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■

 

法人関係税が最大で約 9割軽減されます
■地方創生に取り組む企業として PRできます
■企業の SDGs 貢献につながります
■ 10万円から寄附が可能です

メリット！

※1 ■法人住民税　寄附額の4割を税額控除。（法人住民税法人税割額の20％が上限）
　　■法人税　　　法人住民税で4割に達しない場合、その残額を税額控除。ただし、寄附額の1割を限度。
         　　　　　　（法人税額の5％が上限）
※2 ■法人事業税　寄附額の2割を税額控除。（法人事業税額の20％が上限）
※税額控除の手続（申告）や算出に関しては税理士や所管する税務署へご相談ください。

岐阜かかみがはら航空宇宙博物館

※1 ※2



寄附を募集している主な地方創生事業

各務原市は令和 7年 3月に「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に係る地域再生計画について内閣府から認定を受け
ました。掲載した事業例以外にも、「第 2期しあわせ実感かかみがはら総合戦略」に紐づく新規・拡充事業が当市の企業版
ふるさと納税の対象となっています。ぜひ、お問い合わせください。

各務原市役所　市長公室　企画広報課（〒504-8555　各務原市那加桜町1-69）
TEL / 058-383-7242　FAX / 058-389-1234　Mail / kikaku8@city.kakamigahara.gifu.jp

■ 各務原市以外に本社がある法人様が対象です
■ 対象となる寄附は、1 回あたり 10 万円以上です
■ 寄附の代償として、経済的な利益を受け取ることは禁止されています

寄附の
要件など

問い合わせ

令和8年度

■那加教育福祉総合センター（さくらスクエア）運営事業
　旧特別支援学校跡地を就労継続支援 B型事業所、中部学院大学、教育
支援センターが一体となった施設として運用し、福祉や教育関連事業等の
総合的な推進を図ります。

■防災備蓄品充実事業
　避難所における良好な生活環境の確保に向け、備蓄倉庫内の食料や
資機材等の充実を図ります。また、従来備蓄されていたアルファ化米から、
すぐに食べる事ができるレトルト米への切り替えを順次行います。

■自治会地域社会活動補助事業
　自治会が行う地域の環境美化活動や自主防災活動等に必要な用具の購
入費用の一部を助成します。令和８年度から補助対象を一部拡充し、制度
の充実を図ります。

■夏季熱中症対策事業
　昨今の記録的な猛暑の常態化に対応するため、小中学校の夏休み期
間延長、体育館への空調設備設置の前倒し、小学校への冷蔵庫（冷却グッ
ズの冷却・保管用）の設置を行い、体育の授業や下登校時における児
童生徒の熱中症リスク軽減を図ります。

■新総合体育館総合運動防災公園整備運営事業
　現総合体育館が抱える課題を解決し、スポーツだけでなく、にぎわい
や防災の拠点となる新たな総合体育館と総合運動防災公園をPFI手法で
整備します。令和8年度は、実施設計を行うとともに防災公園の工事に
着手します。


